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「改正貸金業法」広報活動に対する消費者の問い合わせ状況 

借入総額が年収の３分の１までに制限される総量規制がトップ 

 
 

 
日本貸金業協会（以下：協会）は、来年６月１８日までに完全施行される改正貸金業法第 

４条施行（完全施行）の内容について、法施行時に資金需要者等が困惑することのないよう
資金需要者等への影響が想定される主な法改正内容について、事前の広報活動を開始いたし
ました。 

今般、第１弾として展開しました、３月３０日～４月６日にかけてのスポーツ紙４紙、ブ
ロック紙・地方紙５０紙、全国紙２紙への広告出稿の実施状況は下記のとおりでした。 
 

記 

 

１．広告掲載への反響 

   集計期間：3 月３０日～４月２０日 

（１）協会「改正貸金業法専用ホームページ」の閲覧者数：5,075（閲覧項数 8,723ｐｖ） 

（２）協会相談センターへの電話による相談受付人数：359 人（相談件数 574 件） 

 

２．反響の内訳 

（１）改正貸金業法専用ホームページの閲覧の内訳 

構成比％

★トップページ（動画閲覧） 5,075 100.0 8,723

★まもなく貸金業法が改正されます 5,044 99.4 12,568

■改正貸金業法概要 3,766 74.2 5,869

■利用者にとってここが変わる

●総量規制

・総量規制とは 4,065 80.1 7,316

・総量規制の例示 963 19.0 1,595

・証明書類 972 19.2 1,490

●個人事業主の借入れ 792 15.6 1,306

●指定信用情報機関制度 1,176 23.2 1,796

●上限金利の引き下げ 965 19.0 1,466

●特例の廃止 912 18.0 1,287

★サイトマップ 132 2.6 251

期間計
(3/30～4/20)

閲覧者数 閲覧頁数

 

 



 
 

（２）電話による相談の内訳 

(n=359/＊1人の相談者が複数の相談をしているケースがあり、ｎ値とは一致しない)

構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％ 構成比％

全国紙 72 20.1 122 21.3 34 22.2 50 24.5 6 27.3 7 18.4 0.0 0.0 1 50.0 3 15.8 21 17.2

ブロック紙 65 18.1 107 18.6 32 20.9 32 15.7 4 18.2 10 26.3 0.0 2 16.7 1 50.0 3 15.8 23 18.9

地方紙 144 40.1 238 41.5 61 39.9 83 40.7 9 40.9 20 52.6 2 100.0 5 41.7 0.0 9 47.4 49 40.2

スポーツ紙 68 18.9 94 16.4 24 15.7 37 18.1 3 13.6 1 2.6 0.0 5 41.7 0.0 3 15.8 21 17.2

新聞名不明 10 2.8 13 2.3 2 1.3 2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 5.3 8 6.6

合計 359 100.0 574 100.0 153 100.0 204 100.0 22 100.0 38 100.0 2 100.0 12 100.0 2 100.0 19 100.0 122 100.0

6_上限金利 7_事業者貸付 8_業者・協会 9_その他
相談内容件数 5_指定信用情報

機関
媒体分類

相談受付数
1_法改正の目的 2_総量規制 3_書類の提出 4_配偶者貸付け

 

 

３．電話による相談の事例（多く寄せられた質問例） 

相談分類 相談内容 

１．法改正の目的 
・総量規制や収入を証明する書類の提出等は、いつから始まるの

ですか？（施行時期に関する質問） 

２．総量規制 

・現在、年収の 3 分の１を超える借入れがありますが、どうな

るのですか？ 

（既に年収の 3 分の１を超える借入れのある方の相談） 

・銀行や信用金庫からの借入れも総量規制の対象となるのです

か？ 

・クレジットカードのショッピングも総量規制の対象となるの 

ですか？ 

・住宅ローン、車のローンも総量規制の対象となるのですか？ 

（総量規制の対象に関する質問） 

３．書類の提出 ・収入証明書を提出しないとどうなるのですか？ 

４．配偶者貸付け 
・専業主婦は借入れができなくなるのですか？ 

・夫に内緒の借入れはどうなるのですか？ 

５．指定信用情報機関 ・自分の信用情報を確認したいが教えてくれるのですか？ 

６．上限金利の引下げ 
・上限金利の引下げはいつから始まるのですか？ 

・金利が下がる前に契約している金利はどうなるのですか？ 

 

４．新聞広告概要 

【出 稿 日】3 月 30 日、4 月 1 日・3 日・6 日の４日に分けて出稿 

【出稿紙等】スポーツ紙（4 紙）、ブロック紙・地方紙（50 紙）・・5 段モノクロ広告 

全国紙（2 紙）・・半５段モノクロ広告 

【主な広報内容】■借入総額が年収の３分の１までに制限されること（総量規制）。 

■収入を明らかにする書面の提出が必要になること（返済能力調査・

総量規制）。 

■専業主婦は借入れ時に配偶者の同意等が必要になること(例外の貸

付け)など。 

 



 
 

＜掲載した新聞広告イメージ(５段)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．法改正内容専用ホームページの開設 

協会ホームページ内に「法改正内容専用ホームページ」を開設し、新聞広告から専用

ホームページへの誘導を図り、専用ホームページではナレーターによるフラッシュコン

テンツを利用し、法改正内容について、一段と分かりやすく詳細を解説しています。 

 

【法改正内容専用ホームページ】www.0570-051-051.jp  

 

【日本貸金業協会ホームページ】www.j-fsa.or.jp 

 

 

 

日本貸金業協会は、法施行時に資金需要者等が困惑することのないよう、本広報活動を本年

度の重点課題として、更に幅広いメディアを活用し展開していく予定です。 

 

 

以  上 

 


